
１．PTA役員における選出免除規定を以下に定める。

２．「免除」とは役員選出対象に含まれないことをいう、ただし立候補を妨げない。

３．「経験役員」とは任期を満了した場合のみとし、任期途中で退任した場合はいかなる理由・期間で

　　あっても無効とする。

４．全員が免除対象だった場合、本部役員退任後５年を経過した者から免除を無効とし選出を行う。

　　（全員が免除対象にならない限り、退任５年経過も無効とならない）

５．PTA事務局経験者は４の場合でも無期限に選出を免除される。ただし立候補を妨げない。

６．谷戸サポに関しては選出免除の記載はしない。

PTA事務局　 会計監査 学年委員・運協 地区三役 谷戸サポ ６年選出委員
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事務局 任期中のみ 任期中のみ

選出が 免除※ 免除※

学年委員 任期中のみ 対象児童の

運協 免除※ 学年のみ

選出が 無期限免除

地区役員 任期中のみ 任期中のみ 任期中のみ 任期中のみ

選出が 免除※ 免除※ 免除※ 免除※

PTA事務局　　会長・副会長・会計・庶務

学年委員　 各クラス　２名

地区三役 会長・副会長２名

選出委員 ６年生の保護者６名　PTA事務局を選出する際に活動
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